
（
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基

づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の

実
施
に
伴
う
国
税
通
則
法
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
八
条

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条

に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協

定
の
実
施
に
伴
う
国
税
通
則
法
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律

第
百
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
目
的
）

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全

保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊

保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊

の
地
位
に
関
す
る
協
定
（
以
下
「
協
定
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
た
め
、
国
税
通

の
地
位
に
関
す
る
協
定
（
以
下
「
協
定
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
た
め
、
国
税
通

則
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
、
関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六

則
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
、
関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六

十
一
号
）
又
は
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
等
に
よ
る
臨

十
一
号
）
又
は
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
等
に
よ
る
臨

検
、
捜
索
、
差
押
え
又
は
電
磁
的
記
録
提
供
命
令
（
当
該
電
磁
的
記
録
提
供
命
令
に

検
、
捜
索
、
差
押
え
又
は
記
録
命
令
付
差
押
え
の
特
例
を
設
け
る
こ
と
を
目
的
と
す

よ
り
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認

る
。

識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る

情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
第
三
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

提
供
さ
せ
る
こ
と
を
含
む
。
）
の
特
例
を
設
け
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
国
税
通
則
法
等
の
特
例
）

（
国
税
通
則
法
等
の
特
例
）

第
三
条

合
衆
国
軍
隊
が
そ
の
権
限
に
基
づ
い
て
警
備
し
て
い
る
合
衆
国
軍
隊
の
使
用

第
三
条

合
衆
国
軍
隊
が
そ
の
権
限
に
基
づ
い
て
警
備
し
て
い
る
合
衆
国
軍
隊
の
使
用

す
る
施
設
及
び
区
域
内
に
お
け
る
国
税
通
則
法
、
関
税
法
又
は
地
方
税
法
の
規
定
に

す
る
施
設
及
び
区
域
内
に
お
け
る
国
税
通
則
法
、
関
税
法
又
は
地
方
税
法
の
規
定
に

よ
る
臨
検
、
捜
索
、
差
押
え
又
は
電
磁
的
記
録
提
供
命
令
（
当
該
電
磁
的
記
録
提
供

よ
る
臨
検
、
捜
索
、
差
押
え
又
は
記
録
命
令
付
差
押
え
は
、
合
衆
国
軍
隊
の
権
限
あ

命
令
に
よ
り
電
磁
的
記
録
を
提
供
さ
せ
る
こ
と
を
含
む
。
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い

る
者
の
同
意
を
得
て
行
い
、
又
は
国
税
庁
長
官
、
国
税
局
長
、
税
務
署
長
、
税
関
長

て
単
に
「
電
磁
的
記
録
提
供
命
令
」
と
い
う
。
）
は
、
合
衆
国
軍
隊
の
権
限
あ
る
者

若
し
く
は
地
方
団
体
（
都
道
府
県
又
は
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）
を
い
う
。
次

の
同
意
を
得
て
行
い
、
又
は
国
税
庁
長
官
、
国
税
局
長
、
税
務
署
長
、
税
関
長
若
し

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
長
か
ら
合
衆
国
軍
隊
の
権
限
あ
る
者
に
嘱
託
し
て
行
う
も

く
は
地
方
団
体
（
都
道
府
県
又
は
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）
を
い
う
。
次
項
に

の
と
す
る
。

お
い
て
同
じ
。
）
の
長
か
ら
合
衆
国
軍
隊
の
権
限
あ
る
者
に
嘱
託
し
て
行
う
も
の
と

す
る
。

２

国
税
庁
、
国
税
局
若
し
く
は
税
務
署
の
当
該
職
員
、
税
関
職
員
又
は
地
方
団
体
の

２

国
税
庁
、
国
税
局
若
し
く
は
税
務
署
の
当
該
職
員
、
税
関
職
員
又
は
地
方
団
体
の

当
該
徴
税
吏
員
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
、
軍
属
若

当
該
徴
税
吏
員
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
、
軍
属
若

し
く
は
家
族
の
身
体
若
し
く
は
財
産
又
は
合
衆
国
軍
隊
の
財
産
に
つ
い
て
、
国
税
通

し
く
は
家
族
の
身
体
若
し
く
は
財
産
又
は
合
衆
国
軍
隊
の
財
産
に
つ
い
て
、
国
税
通



則
法
、
関
税
法
又
は
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
臨
検
、
捜
索
、
差
押
え
又
は
電
磁
的

則
法
、
関
税
法
又
は
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
臨
検
、
捜
索
、
差
押
え
又
は
記
録
命

記
録
提
供
命
令
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
付
差
押
え
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
と
ん
税
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
三
十
七
号
）
そ
の
他
の

３

前
二
項
の
規
定
は
、
と
ん
税
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
三
十
七
号
）
そ
の
他
の

法
律
に
お
い
て
準
用
す
る
国
税
通
則
法
、
関
税
法
又
は
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
臨

法
律
に
お
い
て
準
用
す
る
国
税
通
則
法
、
関
税
法
又
は
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
つ
て

検
、
捜
索
、
差
押
え
又
は
電
磁
的
記
録
提
供
命
令
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

す
る
臨
検
、
捜
索
、
差
押
え
又
は
記
録
命
令
付
差
押
え
に
つ
い
て
準
用
す
る
。


